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原子力発電の廃炉費用の負担方針に関する意見 

 

 経済産業省では、総合資源エネルギー調査会の下に設置した「電力システム改革貫徹のための政

策小委員会」で、電力自由化の下でも実現すべき公益的課題の対応を促す仕組みを整備し、主とし

て廃炉費用を着実に回収するための制度変更を検討されています。 

 

原子力発電の廃炉費用はこれまで、原子力バックエンド費用（使用済燃料再処理費用、放射性廃

棄物処分費用、廃炉費用）としても「原子力発電施設解体引当金」を設け、電気料金への原価算入

で回収されています。また、原発事故後では廃炉を決定した後も電気料金に計上できる会計制度の

改正が実施されています。 

 

 エフコープ生活協同組合では、「組合員のくらしを守る」生活協同組合として、消費者負担増につ

ながる廃炉費用の負担方針の見直しを要望します。 

 

１、廃炉費用はこれまでの発電事業者の責任で引き当て、必要に応じてその事業者の売電価

格に反映させるべきです。 

 

  廃炉に要する費用はすでに、原子力発電施設解体引当金による積み立て、また、福島第一原発

事故後の 2015 年より、原発を廃炉にする際の費用は電気料金に計上できるなどの会計制度を改正

し、需要者（消費者）は他の電力を利用する選択肢がないなか、廃炉費用を負担してきています。

2016 年 4 月からの電力の自由化にともない需要者が発電事業者を選択することが可能となり、今

後は原子力発電を行う事業者が責任をもって廃炉費用を引き当て、売電価格に反映させるべきで

す。 

 

２、廃炉は発電に関わる費用であり、託送料金のネットワークに要する費用とは別にして、

明確にすべきです。 

 

原発の廃炉費用を電力小売り業に新規参入した事業者に負担させることは、新電力を選択した利

用者に原発廃炉の費用を求めることになり、とうてい納得のいくものではありません。それは大手

電力事業者が老朽原発の廃炉を決めた際、新電力への負担はどこまで膨らむのか見通せないことも

危惧されるからです。公共性のある託送料金の透明性・納得性を確保していくために、託送料金は

送配電のネットワークに要する費用に厳しく限定すべきです。 

以上 



内閣府原子力委員会 

委員長 岡 芳明 様 

                         2016年 11月 7日 

                         エフコープ生活協同組合 理事会 

 

原子力損害賠償法の見直しに関する意見 

 

 原子力委員会の原子力損害賠償専門部会では、東京電力福島第一原子力発電所事故による原子力

損害賠償に関する見直しが議論され、新たな制度が検討されています。その見直し案は原発事故を

起こした原子力業者の現行の「無限責任」から、上限を設定しそれを超える損害分は新たな国の保

障制度を設け税や電気料金による国民負担とする「有限責任」となっています。 

 

 エフコープ生活協同組合では、「組合員のくらしをまもる」生活協同組合として以下の理由から賠

償制度の方向性の見直しを要望します。 

 

１、原子力発電所事故への賠償は、事故を引き起こした電力事業者に無限責任を負わせるべ

きです。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故から 5 年半経過する中、避難区域の住民は帰りたくても帰 

れない先の見えない不安なくらしを余儀なくされています。私たちは原発事故の被害の甚大さを鑑 

み原子力発電に頼らないエネルギー政策の転換を求めており、そもそも原子力発電業者が無限責任 

を負えないほどの安全に関わるリスクが高いのあれば、原子力発電を行うべきではありません。事 

故が起きた場合の責任の―部を他に転嫁することはモラルハザードを招き、これからの事故防止に 

対する責任あるとりくみがおろそかになることが懸念されます。 

 

２、賠償リスクの費用が、国民に見え難い形で負担となる有限責任は問題があります。 

 

 「有限責任」は電力事業者に「相当高額の責任限度額」を設定し、それを超える損害分は税や電 

気料金で国民に負担を求める新たな国の保障制度です。制度設計については事故発生後に「柔軟に 

対応」としています。これでは原子力発電の持つリスクが価格に反映されたことにはならず、国民 

には見え難い形でリスク費用が回収されていくことになります。これまでの「もっとも安価な電源」 

であるとしてきた経過と矛盾し、また原子力発電の安全投資にも影響します。 

 

 万が一、事故が発生した場合の費用も含めてコストを見直し、原子力発電を行う事業者が責任を 

もって引き当て、売電価格に反映させるべきです。 

 

以上 


